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千
島
列
島
を
現
在
も
管
轄
区
域
と
し
て
い
る
官
公
庁
が
あ
る
こ
と
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主

意
書

本
年
三
月
十
六
日
付
の
北
海
道
新
聞
三
面
に
、
「
千
島

国
税
庁
と
道

今
も
管
轄

一
九
五
一
年
に
領
有
権
放
棄－

誤
り

放
置
」
と
の
見
出
し
で
、
国
税
庁
と
北
海
道
庁
が
、
現
在
も
千
島
列
島
を
管
轄
区
域
と
し
て
い
る
旨
報
じ
る
記
事
（
以
下
、

「
道
新
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
に
は
、
根
室
税
務
署
の
管
轄
区
域
に
「
得
撫
郡

新
知
郡

占
守
郡
」
と
、
千
島
列
島
が
含
ま
れ
て
い
る

が
、
右
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
後
、
我
が
国
と
し
て
南
樺
太
及
び
千
島
列
島
の
領
有
権
を
放
棄
し
、

同
地
域
に
我
が
国
の
管
轄
権
は
及
ん
で
い
な
い
と
承
知
す
る
が
、
国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
に
一
で
挙
げ
た
記
述
が
現
在
も
あ
る
こ
と

は
適
当
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

三

「
道
新
記
事
」
に
は
、
一
九
九
八
年
当
時
、
道
議
会
議
員
か
ら
一
で
挙
げ
た
三
郡
を
管
轄
区
域
か
ら
除
く
の
は
当
然
と
の

指
摘
を
受
け
た
当
時
の
堀
達
也
北
海
道
知
事
は
、
関
係
省
庁
と
協
議
が
整
い
次
第
条
例
改
正
を
提
案
す
る
旨
答
弁
し
た
と
あ

る
。
ま
た
、
「
と
こ
ろ
が
、
関
係
省
庁
が
異
を
唱
え
た
。
道
は
『
外
務
省
に
照
会
す
る
と
、
静
岡
・
川
奈
で
開
か
れ
た
日
ロ

一



首
脳
会
談
の
直
後
で
、
時
期
的
に
適
当
で
は
な
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
』
と
説
明
す
る
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
記
述

は
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
。

四

三
の
記
事
が
事
実
を
反
映
し
て
い
る
の
な
ら
、
一
九
九
八
年
当
時
、
外
務
省
と
し
て
北
海
道
庁
が
管
轄
区
域
か
ら
一
で
挙

げ
た
三
郡
を
外
す
こ
と
に
反
対
し
た
理
由
は
何
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
道
新
記
事
」
に
よ
る
と
、
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
に
一
の
記
述
が
あ
る
の
は
、
北
海
道
庁
の
支
庁
設
置
条
例
に
あ
わ
せ
た
も
の
で

あ
る
と
し
、
北
海
道
庁
と
し
て
は
、
一
九
九
八
年
当
時
、
外
務
省
か
ら
反
対
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
現
在
ま
で
道
条
例
の
改

正
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
旨
述
べ
て
お
り
、
論
理
的
に
考
え
る
と
、
国
税
庁
と
道
庁
に
お
い
て
千
島
列
島
が
未
だ
に

管
轄
区
域
と
さ
れ
て
い
る
根
本
の
原
因
は
外
務
省
に
あ
る
と
読
み
取
れ
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
に
対
す
る
外
務
省

の
見
解
如
何
。

六

千
島
列
島
が
我
が
国
の
領
土
で
な
い
こ
と
は
明
々
白
々
で
あ
る
と
こ
ろ
、
外
務
省
と
し
て
、
国
税
庁
、
道
庁
に
対
し
て
速

や
か
に
そ
の
旨
を
通
告
し
、
国
税
庁
に
対
し
て
は
同
庁
Ｈ
Ｐ
に
お
け
る
一
の
記
述
の
削
除
を
、
道
庁
に
対
し
て
は
十
四
支
庁

の
再
編
と
は
別
に
、
得
撫
郡
、
新
知
郡
、
占
守
郡
の
三
郡
を
管
轄
区
域
か
ら
外
す
こ
と
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
外
務
省
と
し
て
右
の
措
置
を
と
る
考
え
は
あ
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


